
 

 

OHANAレンタル 

特定福祉用具販売に係る重要事項説明書 

 

１ サービス提供に係る事業者について 

事業者名称 合同会社メディケアーズ 

代表者（役職・氏名） 代表社員 田島 誠樹 

本社所在地 

（連絡先・電話番号等） 

〒277-0166 千葉県我孫子市我孫子三丁目４番１５ 

電話番号：04-7192-6300 FAX番号：04-7192-6350 

法人設立年月日 平成２６年 ３月 ２６日 

 

２ 利用者に対してサービスを提供する指定事業所について 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 OHANAレンタル 

介護保険指定 

事業所番号 
１２７２７０２０４２ 

事業所所在地 
〒277-1167 

千葉県我孫子市台田２－１０－６ サニーレジデンス 1号室 

連絡先 電話番号：04-7192-6300 FAX番号：04-7192-6350 

通常の事業の 

実施地域 

我孫子市、印西市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、

大網白里市 

 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 

合同会社メディケアーズが開設する OHANAレンタル（以下「事業所」

という。）が行う指定特定（介護予防）福祉用具販売の事業（以下「事

業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関

する事項を定め、事業所の介護福祉士、義肢装具士、看護師、准看

護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は都道府県

知事が指定した福祉用具専門相談員講習会修了者（以下「専門相談

員」という。）が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、

適正な指定特定（介護予防）福祉用具販売を提供することを目的と

する。 
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運営の方針 

事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要

介護者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏ま

え、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、日常生

活上の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介

護する者の負担軽減を図る。 

事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、

地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサ

ービスの提供に努めるものとする。 

 

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～金曜日 ただし、１２月３０日から１月３日を除く 

営業時間 午前９時～午後６時まで 

 

（４）事業所の職員体制 

管理者 森 雅学 

 

 
常勤（人数） 非常勤（人数） 

専従 兼任 専従 兼任 

管理者 １名 ０名 ０名 ０名 

福祉用具 

専門相談員 
２名 ０名 ０名 ０名 

 

（５）特定福祉用具販売の取扱い種目 

☑ 腰掛便座 

☑ 自動排泄処理装置の交換可能部品 

□ 排泄予測支援機器 

☑ 入浴補助用具  ※１ 

☑ 簡易浴槽 

☑ 移動用リフトのつり具の部分 

 

※１･･･入浴補助用具とは、以下の①～⑦です。 

① 入浴用椅子 

② 浴槽用手すり 
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③ 浴槽内椅子 

④ 入浴台 

⑤ 浴室内すのこ 

⑥ 浴槽内すのこ 

⑦ 入浴用介助ベルト 

 

３ 提供するサービスの内容及び費用等について 

（１）特定福祉用具販売計画の作成 

利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、サービスの目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成します。 

なお、既に利用者の居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画）が作成されている

場合は、その内容に沿って当該計画を作成します。 

特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容を利用者に説明し、同意を得たう

えで、交付します。 

 

（２）購入費用 

特定福祉用具の購入にかかる「利用者負担金（介護保険が適用された場合）」は、請求

書に記載されている料金（以下、購入費という。）によるものとし、原則、購入費の１割

（一定以上の所得のある方は２割又は３割）の額となります。 

購入費と利用者負担金の差額については、市町村の窓口等へ申請することで、被保険者

もしくは指定福祉用具販売事業所に後日支給されます。 

    

介護保険を適用する上で利用可能な購入費の上限額は、毎年４月１日～３月 31日の 12

ヶ月間で 10万円までとなっており、超過分の購入費については全額（10割）ご負担いた

だきます。また同一年度内において、介護保険を適用し購入済みの種目を「再度」購入す

る場合は、原則、支給を受けられませんのでご注意ください。 

 

（３）その他費用 

以下の事由に該当する場合は、別途その費用をご負担いただきます。 

交通費 通常の事業の実施地域を越えて１kmにつき 50円 

搬出入費用 特別な搬入による場合          実 費 

 

（４）支払い方法 
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  上記（１）及び（２）にかかる費用は、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
請求月の翌月２５日（祝休日の場合は直前の平日）に、指定いただ

いた口座より引き落とします。 

銀行振り込み 

請求月の２５日（祝休日の場合は直前の平日）までに、当事業所が

指定する下記の口座にお振り込みください。 

京葉銀行 我孫子支店 普通口座  

口座番号：３９３８３０８ 口座名義：ド）メディケアーズ 

現金払い 
購入時～請求月の２５日（休業日の場合は直前の営業日）までに、

現金でお支払いください。 

 

４ 衛生管理等について 

（１） 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２） 事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に務めます。 

（３） 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲

げる措置を講じます。 

イ）当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。） をおおむね 6月に 1回 

以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る 

口）当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指計を整備する 

ハ）当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施する 

 

５ 業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する特定（介護予防）福祉用具販売

の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画 （以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じます。 

（２）事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施します。 

（３）事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行います。 

 

６ 身分証携行について 

（１）サービスを提供する従業者は常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提示

を求められたときは、いつでも身分証を提示します。 
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７ 事故発生時の対応について 

（１）利用者に対する特定福祉用具販売に係るサービス提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、当該利用者の家族、担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センタ

ー）に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）利用者に対する特定福祉用具販売に係るサービス提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

（３）事故が生じた際には、その原因を究明し再発防止の対策を講じます。 

 

８ 苦情等の相談窓口について 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 

電話番号      ０４－７１９２－６３００ 

F A X番号     ０４－７１９２－６３５０ 

面接場所   当事業所内相談室 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

千葉県国民健康保険団体連

合会 
電話番号：０４３－２５４－７４２８ 

千葉県運営適正化委員会 電話番号：０４３－２４６－０２９４ 

我孫子市健康福祉部 

高齢者福祉課 
電話番号：０４－７１８５－１１１１ 

印西市健康福祉部 

介護福祉課介護保険班 
電話番号：０４７６－４２－５１１１ 

柏市健康医療部 

高齢者支援課 
電話番号：０４－７１６８－１９９６ 

流山市健康福祉部 

介護支援課 
電話番号：０４－７１５０－６５３１ 

鎌ヶ谷市高齢者支援課 

介護保険係 
電話番号：０４７－４４５－１１４１ 

松戸市福祉長寿部 

介護保険課給付班 
電話番号： ０４７－３６６－７０６７ 

千葉市高齢障害支援課 

介護保険室介護保険事業課 
電話番号： ０４３－２４５－５０６２ 

大網白里市高齢者支援課 

介護保険班 
電話番号：０４７５－７０－０３０９ 
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８ 秘密の保持、個人情報の取扱いについて 

（１）当事業所は、サービスを提供するうえで知りえた利用者及びその家族に関する秘密・

個人情報については、利用者または第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な

理由がある場合を除いて、第三者に漏らすことはありません。 

（２）あらかじめ文章により利用者及びその家族から同意を得た場合は、前項にかかわらず、

情報を提供することができます。 

（３）利用者の個人情報の取扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる

場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、対応します。 

なお、利用者の家族の個人情報についても同様とします。 

（４）利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間としま

す。 

 

９ 虐待の防止のための取組について 

（１）虐待防止に関する責任者は、以下の者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者 森 雅学 

（２）虐待の防止のための指針を整備するとともに、虐待の防止のための対策を行う検討委

員会、従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に開催します。 

（３）虐待等に関する利用者及びその家族からの虐待等に関する相談を対応するとともに、

虐待等が明らかになった場合は速やかに市町村の窓口に通報します。 

 

１０ 身体的拘束等の原則禁止について 

（１）特定福祉用具販売等の提供にあたっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。 

（２）事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、利用者又はその家族等に対し、身

体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載します。 

 

１１ ハラスメント対策について 

（１）事業者は、適切な福祉用具貨与の提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより福祉用具専門相談員の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じます。 
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１２ サービスの提供内容に係る記録・保管について 

（１）サービスを提供した際はサービスの内容等を記録します。また利用者からの申出があ

った場合は当該情報を利用者に対して提供します。 

（２）サービス提供に係る記録を契約終了後２年間保管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、

又は複写物を交付します。ただし、複写に際しては、利用者に対し、実費相当額を請求

できるものとします。 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記の通り重要事項を説明しました。 

 

 

事 業 者  事業者（法人）名 合同会社メディケアーズ 

 

代表者職・氏名 代表社員 田島 誠樹 

 

説明者職・氏名 管理者  森 雅学 

 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また８（２）に記載している個人情報の使用についても、同意します。 

 

 

      利 用 者  氏 名                      

 

 

署名代行者（又は法定代理人）                  

 

本人との続柄                   

 

氏 名                      
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